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「ショートステイあすくの里」重要事項説明書 

 

当事業所は利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会 

（２）法人所在地     大阪府羽曳野市飛鳥 11番 

（３）電話番号       ０７２－９５９－２２５２ 

（４）ＦＡＸ番号     ０７２－９５９－２６３２ 

（５）代表者氏名     理事長 林 明裕 

（６）設立年月日     平成５年１月２６日 
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２．事業所 

（１）事業所の種類  指定短期入所生活介護事業所 

（平成１7年 4月 1日指定・大阪府 2773801135号） 

（２）事業所の目的   利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活

と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット

において利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営む

ことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。 

（３）事業所の名称    ショートステイあすくの里 

（４）事業所の所在地  大阪府羽曳野市飛鳥１１番 

（５）電話番号       ０７２－９５７－１７６４ 

（６）ＦＡＸ番号   ０７２－９５７－１８７５ 

（７）施設長（管理者）氏名    三田 智士 

（８）開設年月日      平成１７年４月１日 

 

 

３．事業所の概要 

（１）営業日   年中無休 

（２）利用定員   ２０人 

 

 

 

 

（３）通常の送迎の実施地域 

     羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市、八尾市、富田林市、太子町、河南町、 

千早赤阪村、大阪狭山市、堺市南区 

 

（４）居室等の概要 

        当事業所では以下の居室をご用意しています。利用される居室は、利用者の心身の 

状況や居室の空き状況により決定いたします。 

居室・設備の種類 室数 備考 

ユニット型個室 ２０室 １０室×２ユニット 

洗面所 各室  

共同生活室 ２室  

浴室 ２室  

便所 ５室  

医務室･静養室 １室  

ユニット名 定員 

きぼう １０人 

ぶどう １０人 
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       ＊利用者の権利と暮らしを守るため防犯カメラの設置をしています。プライバシー保護の

ため公開することはありません。 

 設置場所：施設正面玄関 1 か所 

    ショートステイ共同生活室 2 か所 

 

４．職員体制（主たる職員） 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種・職務 配置状況 

１．施設長（管理者） 

   施設の業務を統括します   

１名 

 

２．生活相談員 

   利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜 

   生活支援を行います 

１名 

 

 

３．障害者生活支援員 

   障害のある利用者の日常生活を支援し 

ます 

１．６名以上 

 

 

４．介護職員 

   利用者の日常生活上の介護並びに健康 

   保持のための相談・助言等を行います 

３０名以上 

 

 

５．看護職員 

   主に利用者の健康管理や栄養上の世話 

   を行いますが、日常生活上の介護、介助 

   等も行います 

３名以上 

 

 

 

６．機能訓練指導員 

   利用者の機能訓練を担当します 

１名（兼務） 

 

７．介護支援専門員 

   利用者に係る施設サ－ビス計画（ケアプ

ラン）を作成します 

１名以上 

 

 

８．医師 

   利用者に対して健康管理及び療養上の 

指導を行います 

１名（嘱託） 

 

 

９．管理栄養士 

   給食管理、利用者の栄養指導を行います 

１名 
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<主な職種の勤務体制> 

            

職種 勤務体制 

１.施設長（管理者） 日勤    8：30～17：15 １名 

２.生活相談員 日勤    8：30～17：15 １名 

３.障害者生活支援員 日勤    8：30～17：15 １.6名 

４.介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日     8：30～17：15  2名 

Ａ     9：00～17：45  2名 

早     7：00～15：45  5名 

Ｂ     7：30～16：15  5名 

遅     11：30～20：15  5名 

Ｃ     13：15～22：00  5名 

夜勤    16：15～ 9：15  5名 

５.看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日勤    8：30～17：15 ３名 

６.機能訓練指導員 

      （兼務） 

日勤    8：30～17：15 １名 

７.介護支援専門員 日勤    8：30～17：15 １名 

８.医師（嘱託） 毎週火曜日 13：00～17：00 １名 

９.管理栄養士 日勤    8：30～17：15 １名 

        ※土・日曜日は上記と異なります。 

  

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）当事業所が提供する基準介護サービス（契約書第 4条参照） 

以下のサービスについては、滞在費、食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。  

*一定以上の所得のある方については 7割または 8割の給付となります。 

<サービスの概要>   

① 居室 

・ユニット型全室個室になっており、個室を提供いたします。   

②  食事 

・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体の状況および嗜好を考慮し

た食事を提供します。 

・入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供し、入居者が自分のペースで食事
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を摂る事ができるよう配慮します。  

③ 入浴 

・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

④ 排泄 

・排泄の自立を促すため、入居者の身体状況に応じた排泄方法により、援助を行います。 

⑤ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、入居者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機

能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑥ 健康管理 

・医師や看護師が健康管理を行います。 

⑦ その他自立への支援 

・生活機能の維持または向上をめざして支援いたします。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞ 

○基本単位 

要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

サービス 

利用に係る

自己負担額 

ユニット型

個室 
704 単位 772 単位 847 単位 918 単位 987 単位 

 

○その他の加算・減算 

・サービス提供体制加算Ⅰ（22 単位） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の資格を持つ者の割合が 80％以上、または、勤続 10 年以上

の介護職員のうち介護福祉士の資格を持つ者の割合が 35%以上の場合、加算されます。 

*空床利用の場合はサービス提供体制加算Ⅲ（6 単位）（介護福祉士の割合が 50％以上、

または、介護・看護職員の常勤職員の割合が 75%以上、または直接サービスを提供する

職員で勤続年数 7 年以上の職員の割合が 30％以上）となります。 

・夜勤職員配置加算Ⅱ（18 単位） 

夜勤を行う職員の数が最低基準を１名以上上回って配置しています。 

・生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（10 単位/月） 

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため 

の委員会の開催や必要な安全対策を講じたうえで、改善活動を継続的に行います。 

・通常の送迎の実施地域の送迎は、片道 184 単位が加算されます。 

・療養食加算（23 単位）が加算される場合があります。 

 ※医師の指示（食事箋）に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算さ

れます。 

・若年性認知症利用者加算（120 単位）が加算される場合があります。 

・口腔連携強化加算（50 単位/月）が加算される場合があります。 
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・短期入所生活介護を連続で 31 日超えて利用した場合は、31～60 日目は 30 単位/日減算、61 日

目以降は 32～33 単位/日減算となります。 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（上記の単位×0.14）が加算されます。 

※地域区分単価（上記の単位×10.27）の 1 割～3 割（負担割合による）が自己負担額となります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス利用料金（契約書第５条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金> 

① 滞在費（日額）   ユニット型個室 ２，０６６円 

 

② 食費（１食あたり） 朝食３９７円 昼食５２４円 夕食５２４円 

※①②については負担限度額段階によって、自己負担額が異なります。負担限度額認定証を利

用月に必ずご提示ください。 

 

③ 嗜好品代 

  １回につき  ８０円（税込） 

 

④ 理髪・美容 

 月に１回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。   実費 

 

⑤ 通信費（ＦＡＸ代、電話代） 

１回につき  ５０円（税込） 

 

⑥レクリエーション、クラブ活動  

利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

（絵画・書道・華道・編物・茶道・木工作業・陶芸など） 

材料代等の実費 

⑦複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には実費をご負担いただきます。 

1 枚につき  １０円（税込） 

 

⑧喫茶 

  ボランティアによる喫茶をご利用いただけます。        実費 

 

⑨送迎以外で必要と判断した場合の移動費 

 人件費 15 分毎に 450 円＋ガソリン代（走行距離÷8×ガソリン 1 ㍑あたりの時価）） 

その他、高速代、駐車場代等があればこれも加算されます。 
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⑩日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが適当

であるものにかかる費用を負担いただきます。 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 ヶ月前までにご説明

します。 

 

 

６．サービス利用料金 

（１）利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担金額を除く金額が介護保険から

払い戻されます（償還払い）。 

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる

場合、利用者が保険給付の申請を行うため必要となる事項を記載した「サービス提供証明

書」を交付します。 

（２）介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更いたします。 

 

 

７．契約書に定める所定の料金 

  キャンセルの申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取消料して下記 

の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合 

は、この限りではありません。    

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料の１０～３０％ 

（自己負担相当額） 

 

 

８．利用料金のお支払い方法 

利用料・費用は 1 ヶ月ごとに計算し、請求しますので、翌月 25 日までに、原則としてゆう 

ちょ銀行（旧郵便局）、通常貯金口座による自動払込システムでお支払ください。 

 

９．秘密保持 

（１）当事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密

を漏らすことはありません。 

（２）当事業所は、当該短期入所生活介護事業所の従業者であったものが正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

ます。 

（３）当事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の
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同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書にて

同意を得ることとします。 

 

 

10．利用者の守るべき事項（禁止行為等） 

（１）利用者は、管理者や医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員などの指導による療養を

励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。 

（２）利用者が外出を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届けばければならない。 

（３）利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持の為に当事業所に協力する。 

（４） 利用者は当事業所内で次の行為をしてはならない。 

① 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益の為に他人の自由を侵すこと。 

② 喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 

③ 当事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

④ 指定した場所以外で火気を用いること。 

⑤ 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。 

 

 

11. 業務継続計画（ＢＣＰ）について 

  事業所は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定短期入所生活介

護の提供を受けられるよう、指定短期入所生活介護の提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定するとともに、計画に従い、指定短

期入所生活介護の職員に対して必要な研修及び訓練を実施します。 

 

 

12．緊急時の対応等 

  利用者がサービス実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じた場合は速やか   

に主治医、家族に連絡する等の措置を講じます。 

 

 

13．衛生管理等 

（１）利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行います。 

（２）事業所は、感染症が発生、又はまん延しないようにするため、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

 ○対策を検討する委員会を開催します。 

 ○指針を整備します。 

 ○職員に対する研修や訓練を実施します。 
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14．身体拘束の制限 

  サ－ビスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合   

  を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。 

 

 

15. 事故の防止及び発生時の対応 

（１）当事業所は、事故の発生またはその再発を防止するため、次に定める措置を講じます。 

○事故が発生した場合の対応、報告の方法などが記載された事故発生の防止のための指針を 

整備します。 

○事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され 

その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備します。 

○事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行います。 

（２）事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した場

合は速やかにご家族、市町村、居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに協力病院に連絡し必

要な措置を講じます。 

（３）事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

（４）事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供により賠償すべき事故が   

 発生した場合は損害賠償を速やかに行います。 

 

 

16．虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。   

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

        虐待防止に関する責任者  三田 智士 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。 

（４）職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を開催します。 

（６）指針を整備します。 

 

17．ハラスメント対策について 

当事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよ

うハラスメントの防止に向け取り組みます。 

事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を

超える下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 
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上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に

より、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努め

ます。 

ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対

する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

18．苦情の受付について（契約書第 2１条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）前田 恵子 

          （責任者）三田 智士 

   ○受付     毎日 ９時～１７時 

    ○電話番号   ０７２－９５７－１７６４ 

    ○ＦＡＸ番号  ０７２－９５７－１８７５ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

     羽曳野市役所 高年介護課 

     所在地    羽曳野市誉田４－１－１ 

     受付     月～金曜日（祝日等除く） ９時～１７時 

     電話番号 ０７２－９５８－１１１１  ＦＡＸ番号 ０７２－９５０－２５３６ 

 

 大阪府国民健康保険団体連合会 

     所在地    大阪市中央区常盤町１－３－８（中央大通 FNビル内） 

     受付     月～金曜日（祝日等除く） ９時～１７時 

     電話番号   ０６－６９４９－５４１８ 

 

     大阪府社会福祉協議会（運営適正化委員会） 

     所在地    大阪市中央区中寺１－１－５４（大阪社会福祉指導センター１階） 

     受付     月～金曜日（祝日等除く） １０時～１６時 

     電話番号 ０６－６１９１－３１３０  ＦＡＸ番号 ０６－６１９１－５６６０ 

 

     大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

所在地    大阪市中央区大手前 2 丁目 

受付     月～金曜日（祝日等除く） ９時～１８時 

電話番号 ０６－６９４４－７２０３  ＦＡＸ番号 ０６－６９４４－６６７０ 
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19．非常勤医師 

白坂明広医師 

20．協力医療機関 

  ○協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人颯仁会 しらとり病院 

所在地 羽曳野市誉田３－１５－２７ 

電話 ０７２－９５８－５５６６ 

診療科目 内科, 消化器科, 循環器科, 外科, 整形外科, 形成外科, 脳神経外

科, 肛門科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科 

 

医療機関の名称 医療法人春秋会 城山病院 

所在地 羽曳野市はびきの 2 丁目 8 番 1 号 

電話 ０７２－９５８－１０００ 

診療科目 脳・脊髄・神経センター、心臓血管センター、消化器センター、

一般内科、血液内科、整形外科、形成外科・美容外科、肛門外科、

乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、人工透析室・腎臓内科、眼科、リ

ハビリテーション科、救急救命科、麻酔科・ペインクリニック、

放射線科 

 

医療機関の名称 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センタ

ー 

所在地 大阪府羽曳野市はびきの 3-7-1 

電話 ０７２－９５７－２１２１ 

診療科目 呼吸器内科・肺腫瘍内科・感染症内科・アレルギー・リウマチ科・

循環器内科・消化器内科・糖尿病・内分必内科・腎臓内科・呼吸

器外科・消化器外科・心臓血管外科・乳腺外科・産婦人科・小児

科・皮膚科・耳鼻咽喉・頭頚部外科・泌尿器科・整形外科・眼科・

歯科口腔外科・麻酔科・集中治療科・救急診療科・画像診断科・

放射線治療科・臨床検査科・リハビリテーション科・外来科学療

法科・病理診断科・禁煙外来 

   

○協力歯科医療機関 

医療機関の名称 医療法人いなほ会 くまざき歯科  

所在地 富田林市山中田町１－１５－２０ 

電話 ０７２１－２３－８８４１ 
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21．非常災害時の対策 

非常時の対応 火災報知器､スプリンクラー等により迅速に対応いたします。 

近隣との協力関係 近隣消防団との協力関係あり 

平常時の訓練等防災 

設備 

年２回の昼間及び夜間を想定した避難訓練等、入所者の方も参 

加して実施します。 

       設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火戸・シャッター あり 

避難階段 あり 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通知装置 あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知器 なし 

ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり 

カーテン・布団等は、防炎性能のあるものを使っています。 

消防計画 あり 

 

 

 年  月  日 

 

短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事業所名 ショートステイあすくの里 

説明者職名             氏名                      ㊞ 

 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 住所                         

 

氏名                       ㊞ 

 

  上記署名は             （続柄      ）が代行しました。 

 

 

                代理者（成年後見人など） 

  住所                         

 

                     氏名                                        ㊞ 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    鉄骨・鉄筋コンクリート造 

 南棟地上４階建、北棟地上２階建、新棟地上２階建 

 

（２）建物の延べ床面積   ４，７５９．３５㎡ 

 

（３）併設事業 

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

 [介護老人福祉施設]    平成１７年４月１日指定 

大阪府２７７３８０１１３５号   定員８０名 

 [介護予防短期入所生活介護]平成１８年４月１日指定 

 [通所介護]        平成１７年４月１日指定 

[第 1号通所事業（通所介護相当サービス）]    平成３０年４月１日 

大阪府２７７３８０１１２７号   定員２０名 

 [共生型生活介護]   令和３年２月１日指定 

   大阪府２７１３８００８９０号 

 [居宅介護支援事業]    平成１７年５月１日指定   

大阪府２７７３８０１１８４号 

（４）施設の周辺環境 

  近鉄電車南大阪線｢上ノ太子｣駅徒歩 7 分。 

 

２．損害賠償について（契約書第 13条、第 14条参照） 

  当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合が

あります。 
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「ショートステイあすくの里」重要事項説明書（介護予防） 

 

当事業所は利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明しま

す。 

 

〔目 次〕 

１．事業者････････････････････････････････････････････････････････････････１ 

２．事業所････････････････････････････････････････････････････････････････２ 

３．事業所の概要･･････････････････････････････････････････････････････････２ 

 ４．職員体制･･････････････････････････････････････････････････････････････３ 

 ５．当施設が提供するサービスと料金････････････････････････････････････････４ 

 ６．サービス利用料金･･････････････････････････････････････････････････････７ 

 ７．契約書に定める所定の料金･･････････････････････････････････････････････７ 

 ８．利用料金のお支払い方法････････････････････････････････････････････････７ 

 ９．秘密保持･･････････････････････････････････････････････････････････････７ 

 10．利用者の守るべき事項（禁止事項等）････････････････････････････････････８ 

 11. 業務継続計画（BCP）について･･･････････････････････････････････････････８ 

 12．緊急時の対応等････････････････････････････････････････････････････････８ 

 13．衛生管理等‥‥‥･･････････････････････････････････････････････････････８ 

 14．身体拘束の制限‥‥‥‥‥‥････････････････････････････････････････････９ 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会 

（２）法人所在地     大阪府羽曳野市飛鳥１１ 

（３）電話番号       ０７２－９５９－２２５２ 

（４）ＦＡＸ番号     ０７２－９５９－２６３２ 

（５）代表者氏名     理事長 林 明裕 

（６）設立年月日     平成５年１月２６日 
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２．事業所 

（１）事業所の種類  指定介護予防短期入所生活介護事業所 

（平成１8年 4月 1日指定・大阪府 2773801135号） 

（２）事業所の目的   利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活

と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット

において利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営む

ことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。 

（３）事業所の名称    ショートステイあすくの里 

（４）事業所の所在地  大阪府羽曳野市飛鳥１１番 

（５）電話番号       ０７２－９５７－１７６４ 

（６）ＦＡＸ番号   ０７２－９５７－１８７５ 

（７）施設長（管理者）氏名    三田 智士 

（８）開設年月       平成１８年４月１日 

 

 

３．事業所の概要 

（１）営業日    年中無休 

（２）利用定員   ２０人 

 

 

 

 

（３）通常の送迎の実施地域 

     羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市、八尾市、富田林市、太子町、河南町、 

千早赤阪村、大阪狭山市、堺市南区 

 

（４）居    室  

        当事業所では以下の居室をご用意しています。利用される居室は、利用者の心身の 

状況や居室の空き状況により決定いたします。 

居室・設備の種類 室数 備考 

ユニット型個室 ２０室 １０室×２ユニット 

洗面所 各室  

共同生活室 ２室  

浴室 ２室  

便所 ５室  

医務室･静養室 １室  

      

ユニット名 定員 

きぼう １０人 

ぶどう １０人 
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＊利用者の権利と暮らしを守るため防犯カメラの設置をしています。プライバシー保護

のため公開することはありません。 

 設置場所：施設正面玄関 1 か所 

    ショートステイ共同生活室 2 か所 

 

４．職員体制（主たる職員） 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種・職務 配置状況 

１．施設長（管理者） 

   施設の業務を統括します 

１名 

 

２．生活相談員 

   利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜 

   生活支援を行います 

１名 

 

 

３．障害者生活支援員 

   障害のある利用者の日常生活を支援し

ます 

１．６名以上 

 

 

４．介護職員 

   利用者の日常生活上の介護並びに健康 

   保持のための相談・助言等を行います 

３１名以上 

 

 

５．看護職員 

   主に利用者の健康管理や栄養上の世話 

   を行いますが、日常生活上の介護、介助 

   等も行います 

３名以上 

 

 

 

６．機能訓練指導員 

   利用者の機能訓練を担当します 

１名（兼務） 

 

７．介護支援専門員 

   利用者に係る施設サ－ビス計画（ケアプ

ラン）を作成します 

１名以上 

 

 

８．医師 

   利用者に対して健康管理及び療養上の

指導を行います 

１名（嘱託） 

 

 

９．管理栄養士 

   給食管理、利用者の栄養指導を行います 

１名 
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<主な職種の勤務体制> 

職種       勤務体制 

１.施設長（管理者） 日勤    8：30～17：15 １名 

２.生活相談員 日勤    8：30～17：15 １名 

３.障害者生活支援員 日勤    8：30～17：15 １．６名 

４.介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日     8：30～17：15  ２名 

Ａ     9：00～17：45  ２名 

早     7：00～15：45  ５名 

Ｂ     7：30～16：15  ５名 

遅     11：30～20：15  ５名 

Ｃ     13：15～22：00  ５名 

夜勤    16：15～ 9：15  ５名 

５.看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日勤    8：30～17：15 ３名 

６.機能訓練指導員 

      （兼務） 

日勤    8：30～17：15 １名 

７.介護支援専門員 日勤    8：30～17：15 １名 

８.医師（嘱託） 毎週火曜日 13：00～17：00 １名 

９.管理栄養士 日勤    8：30～17：15 １名 

        ※土・日曜日は上記と異なります。 

 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）当施設が提供する基準介護予防サービス（契約書第 4条参照） 

以下のサービスについては、滞在費、食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。  

※一定以上の所得のある方については 7 割または 8 割の給付となります。 

<サービスの概要>  

① 居室 

・ユニット型全室個室になっており、個室を提供いたします。   

②  食事 

・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体の状況および嗜好を考慮し

た食事を提供します。 

・入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供し、入居者が自分のペースで食事

を摂る事ができるよう配慮します。  

③ 入浴 

・入浴又は清拭を週２回以上行います。 
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④ 排泄 

・排泄の自立を促すため、入居者の身体状況に応じた排泄方法により、援助を行います。 

⑤ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、入居者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機

能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑥ 健康管理 

・医師や看護師が健康管理を行います。 

⑦ その他自立への支援 

・生活機能の維持または向上をめざして支援いたします。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞ 

○基本単位 

○その他の加算 

・サービス提供体制加算Ⅰ（22 単位） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の資格を持つ者の割合が 80％以上、または、勤続 10 年以上

の介護職員のうち介護福祉士の資格を持つ者の割合が 35%以上の場合、加算されます。 

*空床利用の場合はサービス提供体制加算Ⅲ（6 単位）（介護福祉士の割合が 50％以上、

または、介護・看護職員の常勤職員の割合が 75%以上、または直接サービスを提供する

職員で勤続年数 7 年以上の職員の割合が 30％以上）となります。 

・生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（10 単位/月） 

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため 

の委員会の開催や必要な安全対策を講じたうえで、改善活動を継続的に行います。 

・通常の送迎の実施地域の送迎は、片道 184 単位が加算されます。 

・療養食加算（23 単位）が加算される場合があります。 

 ※医師の指示（食事箋）に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算さ

れます。 

・若年性認知症利用者加算（120 単位）が加算される場合があります。 

・口腔連携強化加算（50 単位/月）が加算される場合があります。 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（上記の単位×0.14）が加算されます。 

※地域区分単価（上記の単位×10.27）の 1 割～3 割（負担割合による）が自己負担額となります。 

 

 

 

 

   算定項目 要支援１ 要支援２ 

サ－ビス利用に 

係る自己負担額 

ユニット型 

個室 
５２９単位 ６５６単位 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス利用料金（契約書第５条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

① 滞在費（日額）   ユニット型個室  ２，０６６円 

② 食費（１食あたり） 

朝食３９７円 昼食５２４円 夕食５２４円 

※①②については負担限度額段階によって、自己負担額が異なります。負担限度額認定証を利

用月に必ずご提示ください。 

③嗜好品代 

  １回につき  ８０円（税込） 

④理髪・美容 

 月に１回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

        実費 

⑤通信費（ＦＡＸ代、電話代） 

１回につき  ５０円（税込） 

⑥レクリエーション、クラブ活動  

利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

（絵画・書道・華道・編物・茶道・木工作業・陶芸など） 

材料代等の実費 

⑦複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には実費をご負担いただきます。 

１枚につき  １０円（税込） 

 ⑧喫茶 

  ボランティアによる喫茶をご利用いただけます。 

         実費 

⑨送迎以外で必要と判断した場合の移動費 

人件費 15 分毎に 450 円＋ガソリン代（走行距離÷8×ガソリン 1 ㍑あたりの時価）） 

その他、高速代、駐車場代等があればこれも加算されます。 

 

⑩日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが

適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 ヶ月前までにご

説明します。 
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６．サービス利用料金 

（１）利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担金額を除く金額が介護保険から

払い戻されます（償還払い）。 

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。 

償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うため必要となる事項を記載した「サ

ービス提供証明書」を交付します。 

（２）介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更いたします。 

 

７．契約書に定める所定の料金 

  キャンセルの申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取消料として下 

記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場 

合は、この限りではありません。    

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料の１０~３０％ 

（自己負担相当額） 

 

 

８．利用料金のお支払い方法 

利用料・費用は 1 ヶ月ごとに計算し、請求しますので、翌月 25 日までに、原則としてゆうち

ょ銀行（旧郵便局）、通常貯金口座による自動払込システムでお支払ください。 

 

 

９．秘密保持 

（１）当事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密

を漏らすことはありません。 

（２）当事業所は、当該介護予防短期入所生活介護事業所の従業者であったものが正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じます。 

（３）当事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の

同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書にて

同意を得ることとします。 

 

 

10．利用者の守るべき事項（禁止行為等） 

（１）利用者は、管理者や医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員などの指導による療養を

励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。 

（２）利用者が外出を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届けばければならない。 
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（３）利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持の為に当事業所に協力する。 

（４） 利用者は当事業所内で次の行為をしてはならない。 

① 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益の為に他人の自由を侵すこと。 

② 喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 

③ 当事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

④ 指定した場所以外で火気を用いること。 

⑤ 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。 

 

 

11. 業務継続計画（ＢＣＰ）について 

  事業所は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定介護予防短期入

所生活介護の提供を受けられるよう、指定介護予防短期入所生活介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定するとともに、計

画に従い、指定介護予防短期入所生活介護の職員に対して必要な研修及び訓練を実施します。 

 

 

12．緊急時の対応等 

  利用者がサービス実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じた場合は速やか   

に主治医、家族に連絡する等の措置を講じます。 

 

 

13．衛生管理等 

（１）利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行います。 

（２）事業所は、感染症が発生、又はまん延しないようにするため、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

 ○対策を検討する委員会を開催します。 

 ○指針を整備します。 

 ○職員に対する研修や訓練を実施します。 

 

 

14．身体拘束の制限 

  サ－ビスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合   

  を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。 

 

 

15. 事故の防止及び発生時の対応 

（１）当事業所は、事故の発生またはその再発を防止するため、次に定める措置を講じます。 

○事故が発生した場合の対応、報告の方法などが記載された事故発生の防止のための指針を 
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整備します。 

○事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され 

その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備します。 

○事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行います。 

（２）事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した場

合は速やかにご家族、市町村、居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに協力病院に連絡し必

要な措置を講じます。 

（３）事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

（４）事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供により賠償すべき事故が   

 発生した場合は損害賠償を速やかに行います。 

 

 

16．虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。   

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

        虐待防止に関する責任者  三田 智士 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。 

（４）職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を開催します。 

（６）指針を整備します。 

 

 

17．ハラスメント対策について 

当事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよ

うハラスメントの防止に向け取り組みます。 

事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を

超える下記の行為は組織として許容しません。 

(ア) 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

(イ) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

(ウ) 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に

より、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努め

ます。 
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ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対

する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

 

18．苦情の受付について（契約書第 2１条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）前田 恵子 

          （責任者）三田 智士 

   ○受付     毎日 ９時～１７時 

    ○電話番号   ０７２－９５７－１７６４ 

    ○ＦＡＸ番号  ０７２－９５７－１８７５ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

     羽曳野市役所 高年介護課 

     所在地    羽曳野市誉田４－１－１ 

     受付     月～金曜日（祝日等除く） ９時～１７時 

     電話番号   ０７２－９５８－１１１１ 

     ＦＡＸ番号  ０７２－９５０－２５３６ 

 

 大阪府国民健康保険団体連合会 

     所在地    大阪市中央区常盤町１－３－８（中央大通 FNビル内） 

     受付     月～金曜日（祝日等除く） ９時～１７時 

     電話番号   ０６－６９４９－５４１８ 

 

     大阪府社会福祉協議会（運営適正化委員会） 

     所在地    大阪市中央区中寺１－１－５４（大阪社会福祉指導センター１階） 

     受付     月～金曜日（祝日等除く） １０時～１６時 

     電話番号   ０６－６１９１－３１３０ 

     ＦＡＸ番号  ０６－６１９１－５６６０ 

 

     大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

所在地    大阪市中央区大手前 2 丁目 

受付     月～金曜日（祝日等除く） ９時～１８時 

電話番号   ０６－６９４４－７２０３ 

ＦＡＸ番号  ０６－６９４４－６６７０ 
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19．非常勤医師 

白坂明広医師 

 

20．協力医療機関 

  ○協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人颯仁会 しらとり病院 

所在地 羽曳野市誉田３－１５－２７ 

電話 ０７２－９５８－５５６６ 

診療科目 内科, 消化器科, 循環器科, 外科, 整形外科, 形成外科, 脳神経外

科, 肛門科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科 

 

医療機関の名称 医療法人春秋会 城山病院 

所在地 羽曳野市はびきの 2 丁目 8 番 1 号 

電話 ０７２－９５８－１０００ 

診療科目 脳・脊髄・神経センター、心臓血管センター、消化器・乳腺セン

ター、一般内科、血液内科、整形外科、形成外科、美容外科、肛

門外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、人工透析室、腎臓内科、

眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、救急救命科、麻酔科、

放射線科 

  

医療機関の名称 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センタ

ー 

所在地 大阪府羽曳野市はびきの 3-7-1 

電話 ０７２－９５７－２１２１ 

診療科目 呼吸器内科・肺腫瘍内科・感染症内科・アレルギー・リウマチ科・

循環器内科・消化器内科・糖尿病・内分必内科・腎臓内科・呼吸

器外科・消化器外科・心臓血管外科・乳腺外科・産婦人科・小児

科・皮膚科・耳鼻咽喉・頭頚部外科・泌尿器科・整形外科・眼科・

歯科口腔外科・麻酔科・集中治療科・救急診療科・画像診断科・

放射線治療科・臨床検査科・リハビリテーション科・外来科学療

法科・病理診断科・禁煙外来 

 

 ○協力歯科医療機関 

医療機関の名称 医療法人いなほ会 くまざき歯科  

所在地 富田林市山中田町１－１５－２０ 

電話 ０７２１－２３－８８４１ 
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21．非常災害時の対策 

非常時の対応 火災報知器､スプリンクラー等により迅速に対応いたします。 

近隣との協力関係 近隣消防団との協力関係あり 

平常時の訓練等防災 

設備 

年２回の昼間及び夜間を想定した避難訓練等、入所者の方も参 

加して実施します。 

       設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火戸・シャッター あり 

避難階段 あり 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通知装置 あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知器 なし 

ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり 

カーテン・布団等は、防炎性能のあるものを使っています。 

消防計画 あり 

 

 

 年  月  日 

 

介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

 

事業所名 ショートステイあすくの里 

説明者職名             氏名                      ㊞ 

 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 住所                        

 

氏名                       ㊞ 

 

 上記署名は               （続柄      ）が代行しました。 

 

 

                代理者（成年後見人など） 

住所                         

 

                     氏名                                        ㊞ 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    鉄骨・鉄筋コンクリート造 

 南棟地上４階建、北棟地上２階建、新棟２階建 

 

（２）建物の延べ床面積   ４，７５９．３５㎡ 

 

（３）併設事業 

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

 [介護老人福祉施設]    平成１７年４月１日指定 

大阪府２７７３８０１１３５号   定員８０名 

[短期入所生活介護]    平成１７年４月１日指定 

 [通所介護]        平成１７年４月１日指定 

[第 1号通所事業（通所介護相当サービス）]    平成３０年４月１日 

大阪府２７７３８０１１２７号   定員２０名 

 [共生型生活介護]   令和３年２月１日指定 

   大阪府２７１３８００８９０号 

[居宅介護支援事業]    平成１７年５月１日指定 

  大阪府２７７３８０１１８４号 

（４）施設の周辺環境 

  近鉄電車南大阪線｢上ノ太子｣駅徒歩 7 分。 

 

２．損害賠償について（契約書第 13条、第 14条参照） 

  当施設において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその

損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合が

あります。 

 

 

 


